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西宮市職員措置請求について（通知） 

 

 

 平成 20 年 10 月 6 日付西監収第 63 号で収受しました「西宮市職員措置請求書」につ

きましては、10月 27 日の監査委員会議において、請求の内容について地方自治法（以下

「法」という。）上の要件に照らして審査を行った結果、下記の理由により、住民監査請

求の対象となりませんので通知します。 

なお、佐藤みち子監査委員、田中渡監査委員については、本件措置請求に関して、（直

接の）利害関係人に該当するので法第 199 条の 2の規定により除斥となっています。 

 

                 記 

 

第 1 請求の内容 

平成 20 年 10 月 6 日付、西監収第 63 号で提出されました西宮市職員措置請求書の請求

要旨は、以下のとおりです。 

  『栗山雅史市議は同議員の公開ホームページで平成 18 年神戸大学大学院法学研究科

修了と掲載し公言している。市が非公開にしてきた議会タクシー券の使用者の議員氏名

を平成 19 年 10 月 10 日以後に公開した結果、世評通り私的流用疑惑が報道された。そ

の中で同市議の平成 17 年度議会タクシー券コピーのうち 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月

26 日、5 月 24 日、6 月 7日、10 月 28 日の各日において、阪急六甲～神戸大学の区間の

利用実績がある。議会タクシー券は、議員本人が行う公用でタクシー利用が必要不可欠

な場合に限り、使用が許されるのが本来、制度の趣旨・規定であり私用は厳禁されてい

る。向学心は評価されるべきであるが、大学院への登下校という私用に議会タクシー券

を流用した事実は、二元代表制のもとで有権者の負託を受け執行機関監視役割を担いな

がら、自らに会派と議会の実力が重なり、市長及び補助機関職員に対し住民代表という

強力な立場が逆作用し、公私混同私的流用の結果をもたらしている。 

 議会新人で当初から会派に所属している同市議が、公然と公私混同を犯し続けていた背

景・判断規範に、議会タクシー券利用、政務調査費交付の公私混同化常態化があると察

せられ、目的外の私的流用を忖度し認めているといわれている市長と議会双方の制度・



姿勢・態度に原因の一端がある。市長及び関係補助機関職員に対し、同市議の前記分以

外及び他市議の使用分で使用後に回収され議会事務局に原本又はコピーで保管されて

いる議会タクシー券の公私混同私的流用使用分の精査及び返還請求を求める。公金管理

の権限と責任を負う市長及び補助機関職員は、栗山雅史市議の大学院登下校に私用流用

された片道区間 660 円・計９回分・5,940 円の返還請求をせよ。議会事務局が公開して

いるうちの平成 17 年度分議会タクシー券原券コピー頁の中で、同議員使用とされる乗

車日時 10 月 28 日・11 時 10 分、チケット冊版Ｃ057342、紙番 14 のタクシー券のコピ

ーは、2枚同じものが情報公開されているので措置請求要求では1枚分は省いているが、

同市議以外の平成 17 年度分のみでも重複コピーがある。情報公開作業の杜撰な重複コ

ピーのミス以外にも、決算等のバックデータの資料にもミスが潜在している可能性もあ

り精査されたい。』(原文のまま) 

 

第 2 法第 242 条に係る判断 

請求人は、平成 20 年 9 月 11 日付で平成 13 年度から 18 年度の交通チケット総額

42,117,240 円は違法不当な財務会計行為であると主張し、住民監査請求（西監収第 58号

で収受）を求めたところです。当該住民監査請求については、法第 242 条第 2 項により正

当な理由がなく 1 年の請求期間を超えて行なわれたものとして却下となったことを平成

20 年 10 月 17 日に通知したところです。本件住民監査請求においては、対象となる行為

を特定し、平成 17 年度に支出されたタクシー券 9 件にかかる 5,940 円を対象としていま

すが、当該行為のあった日又は終わった日から 1年を経過した後になされたもので、法第

242 条第 2 項但書にいう正当な理由があると認められません。 

また、請求人は事実証明に添付した当該議員のタクシー券以外の使用分及び他の市議の

使用分についても、公私混同私的流用の精査及び返還を求めていますが、対象を特定しな

い包括的な請求であり、住民監査請求の対象とすることはできません。 

 

以上のことから本件住民監査請求は、正当な理由なく 1 年の請求期間を超えてなされた

職員措置請求であることから、法第 242 条第 2 項本文の規定に抵触し、住民監査請求の対

象とすることはできず、不適法であるので却下します。 

以上 

 

 

 


